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ス
ー
ダ
ン
は
八
月
一
二
日
に
、
国
際
刑
事

裁
判
所（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
と
の
間
で
オ
マ
ー
ル
・

ア
ル
・
バ
シ
ー
ル
前
大
統
領
を
引
き
渡
す
合

意
に
署
名
し
た
。
ア
ブ
ダ
ラ
・
ハ
ム
ド
ク
首

相
は
、
本
合
意
が
民
衆
革
命
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

の
一
つ
で
あ
る
正
義
の
実
現
に
向
け
た
取
り

組
み
で
あ
り
、
民
衆
の
期
待
に
応
え
る
も
の

で
あ
る
と
述
べ
た
。

　

二
〇
一
九
年
四
月
に
バ
シ
ー
ル
が
退
陣
し

て
以
降
、
ス
ー
ダ
ン
の
暫
定
政
府
は
、
民
主

化
に
取
り
組
み
、
国
内
武
装
勢
力
と
の
和

平
を
進
め
、
さ
ら
に
二
〇
年
一
二
月
に
は

一
九
九
七
年
か
ら
続
い
た
米
国
に
よ
る
制
裁

の
解
除
を
遂
げ
た
。
し
か
し
、
市
民
は
急
激

な
イ
ン
フ
レ
が
続
く
不
安
定
な
経
済
に
、
効

果
的
な
対
策
を
講
じ
て
い
な
い
暫
定
政
府
へ

の
不
満
を
募
ら
せ
て
い
る
。
二
〇
二
二
年
に

予
定
さ
れ
た
総
選
挙
を
控
え
、
経
済
の
立
て

直
し
は
急
務
で
あ
り
、
欧
米
ド
ナ
ー
か
ら
の

経
済
支
援
は
欠
か
せ
な
い
。
こ
の
た
め
、
Ｉ

Ｃ
Ｃ
と
の
本
合
意
は
、
強
権
政
治
を
敷
い
て

き
た
バ
シ
ー
ル
体
制
と
の
決
別
を
国
内
外
に

象
徴
的
な
形
で
示
す
、
戦
略
的
な
一
手
と
言

え
る
が
、
実
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
動
向
次
第
で
、
暫

定
政
府
を
分
断
す
る
悪
手
と
な
り
か
ね
な

い
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
条
約
（
ロ
ー
マ
規
程
）に
基
づ

き
〇
二
年
か
ら
活
動
を
開
始
し
た
。
ス
ー
ダ

ン
西
部
の
ダ
ル
フ
ー
ル
で
は
、
〇
三
年
四
月

に
ア
フ
リ
カ
系
住
民
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た

反
政
府
勢
力
が
政
府
関
連
施
設
へ
攻
撃
を
行

い
、
こ
れ
に
対
し
、
政
府
は
ジ
ャ
ン
ジ
ャ

ウ
ィ
ー
ド
と
呼
ば
れ
る
ア
ラ
ブ
系
遊
牧
民
の

武
装
集
団
を
集
め
、
ア
フ
リ
カ
系
の
村
落
で

残
虐
な
行
為
を
繰
り
返
し
行
わ
せ
た
。
両
者

の
激
し
い
戦
闘
は
大
規
模
な
人
権
侵
害
と
人

道
危
機
を
引
き
起
こ
し
、
国
連
安
保
理
は
ダ

ル
フ
ー
ル
に
国
際
調
査
委
員
会
を
派
遣
し

た
。
〇
五
年
一
月
に
同
委
員
会
は
戦
争
犯
罪

と
人
道
に
対
す
る
犯
罪
が
行
わ
れ
て
い
た
と

の
報
告
書
を
ま
と
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
へ
の
付
託
に

言
及
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
国
連
安
保
理
は

決
議
第
一
五
九
三
号
を
採
択
し
、
ダ
ル
フ
ー

ル
の
事
態
を
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
付
託
し
た
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
〇
八
年
に
バ
シ
ー
ル
へ
の
逮
捕
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状
を
発
布
し
た
が
、
現
職
の
国
家
元
首
を
訴

追
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
対
し
て
、
ア
フ
リ
カ
諸
国

は
非
協
力
を
ア
フ
リ
カ
連
合
で
決
定
し
、
辛

辣
な
批
判
を
展
開
し
た
。
こ
の
背
景
に
は
、

国
家
元
首
が
訴
追
さ
れ
る
と
地
域
の
安
定
が

損
な
わ
れ
る
こ
と
、
ロ
ー
マ
規
程
未
批
准
の

ス
ー
ダ
ン
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
司
法
介
入
を
行
う
こ

と
、
そ
し
て
、
ロ
ー
マ
規
程
未
批
准
国
の
米

中
ロ
を
含
む
国
連
安
保
理
が
当
該
国
の
同
意

が
な
く
と
も
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
付
託
で
き
る
不
公
平

な
構
造
に
対
す
る
不
満
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

留
意
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
ア
フ

リ
カ
諸
国
の
反
発
は
、あ
く
ま
で
も
「
現
職
」

の
国
家
元
首
を
訴
追
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を

契
機
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
司
法
お
よ
び
人

権
ア
フ
リ
カ
裁
判
所
は
、
現
職
の
政
府
高
官

等
の
訴
追
免
除
を
規
定
し
て
い
る
が
、
離
職

後
に
訴
追
す
る
こ
と
は
妨
げ
て
い
な
い
。
つ

ま
り
、
ス
ー
ダ
ン
の
「
前
大
統
領
」
が
Ｉ
Ｃ

Ｃ
に
引
き
渡
さ
れ
て
も
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
の

反
応
は
深
刻
に
は
な
ら
な
い
。

　

む
し
ろ
問
題
は
、
本
当
に
暫
定
政
府
は
Ｉ

Ｃ
Ｃ
に
協
力
す
る
の
か
、
も
し
く
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ

は
本
気
で
ダ
ル
フ
ー
ル
紛
争
に
斬
り
込
む
の

か
、
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。
現
在
、
ス
ー
ダ

ン
の
政
治
体
制
で
最
高
権
限
を
持
つ
主
権
評

議
会
の
副
議
長
を
務
め
て
い
る
モ
ハ
メ
ド
・

ハ
ム
ダ
ン
・
ダ
ガ
ロ
（
通
称
ヘ
メ
ッ
テ
ィ
）

は
、
過
去
に
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ウ
ィ
ー
ド
を
指
揮

し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
ダ
ル
フ
ー
ル
紛
争

に
関
与
し
て
き
た
者
は
バ
シ
ー
ル
だ
け
で
は

な
く
、
へ
メ
ッ
テ
ィ
な
ど
暫
定
政
府
の
中
枢

に
も
存
在
す
る
。
バ
シ
ー
ル
の
訴
追
が
進
む

こ
と
に
よ
っ
て
ダ
ル
フ
ー
ル
紛
争

の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
暫

定
政
府
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
。

　

暫
定
政
府
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
バ

シ
ー
ル
を
引
き
渡
し
、
協
力
す
る

こ
と
で
、
正
義
の
実
現
に
近
づ
く

こ
と
が
で
き
る
と
語
る
。
だ
が
、

Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
明
ら
か
に
な
る
「
真

実
」
に
よ
っ
て
は
、
お
そ
ら
く

方
針
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

暫
定
政
府
と
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
追
求
す
る

「
正
義
」
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ

の
潜
在
的
な
緊
張
関
係
を
踏
ま
え

て
、
次
の
一
手
は
講
じ
ら
れ
る
。

●
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